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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表裏面を放光面とする透光性材料からなる半割状グローブ片の内周面を重ね合わせ、そ
の重ね合わせ状態で、偏光キャップが収納される収納空隙からなる複数のキャップ保持部
がその周方向に沿って区画形成されてなるグローブを備え、
各キャップ保持部に、偏光キャップを変更可能に係止すると共に、
前記偏光キャップが、透孔性材料からなり、下部に発光ダイオードが内嵌する嵌装溝を有
し、さらに頂部に、少なくとも、発光ダイオードから発する径方向の光をグローブの表裏
方向へ変換するプリズム部を有してなる放光灯において、
　色彩が異なる二種類以上の偏光キャップを備えていることを特徴とする放光灯。
【請求項２】
　嵌着された偏光キャップの色彩により区別される二種以上の発光ダイオードを備え、特
定色彩種の発光ダイオードごとに区分して発光制御するようにしたことを特徴とする請求
項１記載の放光灯。
【請求項３】
　選択手段により、特定色彩種の発光ダイオードのみを選定して発光させるようにしたこ
とを特徴とする請求項２記載の放光灯。
【請求項４】
　特定色彩種の発光ダイオードごとに交互又は所定パターンで繰り返して発光させるよう
にしたことを特徴とする請求項２記載の放光灯。
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【請求項５】
　前記偏光キャップが、頂部に発光ダイオードから発する径方向の光をグローブの表裏方
向へ変換する第一のプリズム部と、発光ダイオードから発するグローブの周方向の光をグ
ローブの表裏方向へ変換する第二のプリズム部を形成してなる請求項１乃至請求項４のい
ずれかに記載の放光灯。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本考案は、発光ダイオードを光源とするものであって、工事現場等に取付けられて、歩行
者，走行車両の安全を確保するための工事用標識灯，保安灯のほか、デイスプレイに用い
たり、店頭で顧客の呼び込みに用いる等の電飾用放光灯等種々の用途に用いられる放光灯
に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
昨今、電球に比して、球換えが不要で、耐用寿命が長く、消費電流が少なく、かつ廉価で
あるため、光源として発光ダイオードを用いた放光灯が種々開発されている。また、光の
放射方向を、表裏面に限定して、その放射光の輝度を高めるようにした、透光性材料から
なるグローブを備えた指向性のある標識灯も、実開平１－９３２０９号等で示すように、
種々提案されている。この発光ダイオードは、砲弾状の樹脂内に発光点を内蔵して構成さ
れ、樹脂の上端がレンズの作用を生じて光を収束し、頂端から上方へ放射する指向性を有
する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、実開平1-93209 号にあっては、発光ダイオードは頂端から上方へ放射する指向
性を有するから、表裏方向に光を放射するために、円盤形グローブ内に設けた配線基板の
表裏面に、指向方向を表裏方向となるようにして、発光ダイオードを多数配設するように
している。このため、発光ダイオードの個数を多くする必要があった。
【０００４】
一方、この問題を解決するために、実用新案登録第 2579221号に開示されているように、
配線基板にグローブの周方向に沿って、発光ダイオードを配設し、グローブ内に形成した
収納溝内に、発光ダイオードを保持し、該発光ダイオードの放射方向を径方向に沿ったも
のとすると共に、グローブの内周面に前後の反射面を、該内周面に沿って環状に形成し、
これにより径方向に放射する光を反射面により前後方向に変換し、各発光ダイオードの単
一方向の光束を前後方向に変換するようにして、その個数を減少させるようにした構成が
提案された。
【０００５】
ところで、かかる構成にあっては、環状反射面をグローブに一体的に形成し、かつグロー
ブに形成した収納溝内に、発光ダイオードを保持しているため、発光ダイオードの形状が
大きいと、収納溝内への収納が不能となり、形状が小さいと安定的に保持できないため、
該発光ダイオードを適宜に仕様変更することができず、このため特性の選定が簡易にでき
なかった。
【０００６】
さらには、表裏方向へ光をさらに効率的に放射せるためには、発光ダイオードの頂部から
の光だけではなく、発光ダイオードの周面からの拡散光を表裏方向へ屈折させる手段を講
ずることが望ましいが、この屈折手段をグローブに一体的に形成しようとすると、加工が
面倒となり、限界がある。このため、従来構成では、発光ダイオードの頂部からの光だけ
を上述の環状反射面により、表裏方向に屈折させるようにしていた。
【０００７】
また従来構成では、光路もグローブ自体により規定されるため一定であるが、用途に応じ
て光の放射方向を変化させたいという要請もある。
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【０００８】
そこで、本発明者は、表裏面を放光面とする透光性材料からなるグローブを備え、該グロ
ーブ内に、その周方向に沿って複数のキャップ保持部を配設し、各キャップ保持部に、発
光ダイオードを内嵌した偏光キャップを夫々装着してなると共に、偏光キャップが、透光
性材料からなり、下部に発光ダイオードが内嵌する嵌装溝を有し、さらに頂部に、少なく
とも、発光ダイオードから発する径方向の光をグローブの表裏方向へ変換するプリズム部
を有してなる放光灯を提案した。
【０００９】
かかる構成にあって、発光ダイオードからの光は、図２に示すように透光性材料を透過し
てプリズム部に衝突し、側方へ反射して透過する。このため、偏光キャップを発光ダイオ
ードに嵌着することにより、プリズム部の作用で、発光ダイオードからの光が側方へ屈折
し、グローブの表裏方向へ光が放射されることとなる。しかもこの屈折作用により光は放
散し、光源が実質的に大きくなって拡散し、表裏面で高輝度となって輝く。
【００１０】
かかる構成にあっては、このような利点があると共に、発光ダイオードに嵌着される偏光
キャップのみを換えることにより、多様な機能を付加することができる。本発明は、この
偏光キャップを用いた放光灯にあって、かかる機能に着目して、さらに、装飾性と可変性
に優れた有用な放光灯を提案することを目的とするものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上述した、表裏面を放光面とする透光性材料からなる半割状グローブ片の内
周面を重ね合わせ、その重ね合わせ状態で、偏光キャップが収納される収納空隙からなる
複数のキャップ保持部がその周方向に沿って区画形成されてなるグローブを備え、
各キャップ保持部に、偏光キャップを変更可能に係止すると共に、
前記偏光キャップが、透孔性材料からなり、下部に発光ダイオードが内嵌する嵌装溝を有
し、さらに頂部に、少なくとも、発光ダイオードから発する径方向の光をグローブの表裏
方向へ変換するプリズム部を有してなる放光灯において、
　色彩が異なる二種類以上の偏光キャップを備えていることを特徴とする放光灯である。
ここで、色彩を異とする二種類以上の偏光キャップとは、無着色または透明を含むもので
ある。すなわち、色彩によって相互に区別され得るものであれば良い。
【００１２】
かかる構成にあって、色彩の異なる偏光キャップを複数用いることにより、その配列によ
って、発光ダイオードを全発光したり、または、周方向に順次発光及び消光させることに
より、キャップ保持部の色彩の種類と、色彩配置に対応して、単一色とは異なる多様な発
光が可能となり、種々の意匠感を生じさせることができる。特に、光源の色を変更するの
とは異なり、単に透光性材料の色彩を変更するだけであるから、多様な色彩の光を随意に
生じさせることができる。
【００１３】
また、このように発光ダイオードを全発光又は順次走行発光させるだけでなく、これを偏
光キャップの色彩に対応して選択的に発光させるようにしても良い。すなわち、嵌着され
た偏光キャップの色彩により区別される二種以上の発光ダイオードを備え、特定色彩種の
発光ダイオードごとに区分して発光制御するようにした構成が提案される。
【００１４】
このような構成にあって、選択手段により、嵌着された偏光キャップの色彩により区別さ
れる二種以上の偏光キャップのうち、特定色彩種の発光ダイオードのみを選定して発光さ
せるようにしたものが提案される。
【００１５】
この構成にあっては、例えば、放光灯を道路の注意表示灯として用いた場合に、走行注意
の場合には黄色の偏光キャップを放光させ、通行止の場合には赤色の偏光キャップを点灯
させる等、色彩に指標機能を付与して、その切換えを行なうことにより、放光灯を変える
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ことなく対応できる。
【００１６】
さらには嵌着された偏光キャップの色彩により区別される二種類以上の発光ダイオードを
、特定色彩種ごとに交互又は所定パターンで繰り返して発光させるようにしても良い。こ
の場合には、多様で動的な電飾が可能となる。
【００１７】
ここで偏光キャップが、頂部に発光ダイオードから発する径方向の光をグローブの表裏方
向へ変換する第一のプリズム部と、発光ダイオードから発するグローブの周方向の光をグ
ローブの表裏方向へ変換する第二のプリズム部を形成してなるものとすることができる。
【００１８】
かかる構成にあっては、第一のプリズム部で、発光ダイオードの頂部から発する径方向の
光が表裏方向へ屈折し、第二のプリズム部で、発光ダイオードのグローブの周方向（径方
向及び表裏方向と直交する方向）の光が表裏方向へ屈折する。このため、発光ダイオード
から発する光がすべて表裏方向に変換され得る。また、第一のプリズム部と、第二のプリ
ズム部により表裏面で広い範囲で光が放射することとなり、放光面での光輝度の偏りが緩
和され、従来構成に比して、全体が広く均一に輝くこととなる。尚、この場合に、色彩の
異なる偏光キャップに対応して、特定の色彩を付したものは第一のプリズム部のみを有す
るものとし、他の特定の色彩を付したものは、上述の第一及び第二のプリズム部を有した
ものとする等、色彩種と結び付けて、その形態を適用しても良い。このようにすることに
より、第一のプリズム部のみを設けた場合には、径方向に沿って放散する光を生じ易く、
第一及び第二のプリズム部を有したものは表裏方向の光が相対的に強くなる等の特徴があ
るから、これを色彩種と結び付けることにより、多様で、変化に富んだ放光態様を生じさ
せることができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
添付図面について本発明の一実施例を説明する。
図１，２は、本発明に係る放光灯１である。
この放光灯１は、工事用支柱等や、円柱状電池の上端に嵌着する取付筒部２と、その上部
に固着された円盤状グローブ３とで外形を構成しており、グローブ３の表裏面を放光面５
，５としている。このグローブ３は円盤状だけでなく、正面からみて、八角状等種々の形
状のものが採択される。
【００２０】
前記グローブ３はアクリル樹脂等の透孔性材料からなり、外面を放光面５，５とする半割
状のグローブ片４ａ，４ｂの内周面を重ね合わせ、その内部に空隙を生じるようにして構
成されるものであり、その重ね合わせ状態で、円周方向に、図中六つのキャップ保持部７
が等角度間隔で形成される。このキャップ保持部７は各グローブ片４ａ，４ｂの内面に形
成された枠形の係止突部８，８により区画形成され、その内方を、偏光キャップ２０ａが
収納する収納空隙としている。この係止突部８，８は偏光キャップ２０ａの側縁を係止し
得る突出度であれば良い。また、グローブ３の中央部には、配線基板１０を収容する基板
保持空隙９が形成され、この配線基板１０は、基板保持空隙９内で、一方のグローブ片４
ａに形成した連結突部１１，１１により支持されることとなる。
【００２１】
この基板保持空隙９に収納される配線基板１０は、その周縁に発光ダイオード１５がその
接続杆１６，１６の端部を配線基板１０の所要スルホールに支持して固定されている。こ
の発光ダイオード１５は、砲弾状の樹脂内に発光点を内蔵して構成され、樹脂の上端がレ
ンズの作用を生じて光を収束し、頂端から上方へ放射する指向性を有するものであり、前
記キャップ保持部７に対置するように等角度間隔で六つ設けられ、その頂端を外方へ位置
させて、その指向方向を径方向へ一致させている。また、前記配線基板１０は取付筒部２
内に設けた接続端子（図示せず）とリード線により接続されている。
【００２２】
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次に偏光キャップ２０ａの構成を、図３～５に従って説明する。
この偏光キャップ２０ａはアクリル樹脂等の色彩を付した透孔性材料からなり、その表裏
面形状をキャップ保持部７に一致する形状としており、下部に発光ダイオード１５が内嵌
する円柱孔状の嵌装溝２１が形成されている。さらに上部には、発光ダイオード１５から
発する径方向の光をグローブ３の表裏方向へ変換する第一のプリズム部２３が形成されて
いる。この第一のプリズム部２３は、表裏方向へ傾斜する二つの傾斜面２４，２４からな
るＶ溝によって構成される。この偏光キャップ２０ａの色彩は、赤色、黄色、青色、緑色
等種々の色彩が選択される。また、無色または透明としても良い。後述するように、この
偏光キャップ２０ａは、色彩を異とした多種のものが混在して適用される。
【００２３】
また偏光キャップ２０ａの両側面には、図５で示すように、第二のプリズム部２５，２５
が形成されている。この第二のプリズム部２５，２５も、表裏方向へ傾斜する二つの傾斜
面２６，２６からなるＶ溝によって構成される。
【００２４】
かかる構成にあって、キャップ保持部７に偏光キャップ２０ａを装着し、発光ダイオード
１５を点灯すると、その頂部から径方向へ光が放射される。この光は、図４で示すように
偏光キャップ２０ａを透過し、第一のプリズム部２３の傾斜面２４に衝突して屈折し、そ
の屈折作用により、光源が実質的に大きくなって拡散し、表裏面で高輝度の光となって、
放光面５，５から外方へ放射する。
【００２５】
また、発光ダイオード１５のグローブの周面からも光が放射され、そのうち表裏方向の光
はそのまま放光面５，５から外方へ放射されるが、グローブの周方向の光は、偏光キャッ
プ２０ａを透過し、図５で示すように、第二のプリズム部２５，２５の傾斜面２６，２６
に衝突して、表裏方向の光となって、放光面５，５から外方へ透過する。
【００２６】
このように、この偏光キャップ２０ａは、第二のプリズム部２５，２５を備えているから
、従来、漏れ光として有効に用いられなかった光が、表裏方向へ変換されることにより、
効率的に用いられ、視認性の高い放光灯１を実現することができる。即ち、光の使用効率
が向上する。ところで、このように、第一のプリズム部２３及び第二のプリズム部２５，
２５により放光面５，５から放射された光は、各プリズム部２３，２５，２５で拡散され
るとともに、該第一のプリズム部２３と第二のプリズム部２５，２５とは放光位置が異な
るから、全体として、放光面５，５上で光が拡散することとなり、可及的均一な放光を実
現することができる。
【００２７】
しかも、かかる構成にあっては、このように光を種々屈折する為に、第一のプリズム部２
３，第二のプリズム部２５，２５を形成する場合にも、偏光キャップ２０ａのみの成形で
すみ、グローブ３の形状を変える必要がないから、反射面の形成を容易に行うことができ
る。
【００２８】
ところで、かかる構成にあって、発光ダイオード１５は直接、グローブ３に保持させるも
のでは無く、キャップ保持部７の保持される偏光キャップ２０ａの嵌装溝２１に内嵌して
取付けられる。従って、発光ダイオード１５の仕様変更等、該発光ダイオード１５の形状
が変わる場合には、偏光キャップ２０ａを該発光ダイオード１５に適合させて形成するだ
けで、グローブ３を新たに形成する必要なく、発光ダイオード１５の仕様変更に容易に対
応することができる。さらには後述するように、放光色の変更にあっても、偏光キャップ
２０ａのみを変えることにより、適宜かつ容易に行ない得ることとなり、電飾仕様の変更
に容易に対応できる。
【００２９】
また、放光灯１は、その用途に応じて種々の指向態様を選択し得ることが期待される。こ
の場合にも、後述するように、偏光キャップ２０ａ～２０ｅ等種々の偏光キャップに適宜



(6) JP 4428790 B2 2010.3.10

10

20

30

40

50

に変更することにより、容易に対応することができる。ここで、他の構成の偏光キャップ
２０ｂ～２０ｅにつき説明する。
【００３０】
図６～８は、表裏面のうち一方のみを有効な放光面５，５とする偏光キャップ２０ｂを示
すものである。
ここで、偏光キャップ２０ｂの頂部に形成された第一のプリズム部２３は、一方向にのみ
傾斜する単一の傾斜面２４により構成され、さらに、第二のプリズム部２５，２５にも傾
斜面２４と同一方向に傾斜する単一の傾斜面２６により構成されている。而して、発光ダ
イオード１５を点灯すると、その頂部から放射された径方向への光は、傾斜面２４により
図中表方向へ屈折して放射され、同様に、発光ダイオード１５の周方向から放射された光
は、傾斜面２６により表方向へ放射される。
【００３１】
しかして、グローブ３の表面のみから光が照射されることとなり、たとえば、住宅等のよ
うに、光の放射により安眠を妨害する等の弊害がある場合に、車両，歩行者が通過する道
路側へのみ放光することが可能となり、しかも両側に放射される場合に比して、光が無駄
なく、高輝度で放射されることとなる。
【００３２】
このように、偏光キャップを選定するだけで、グローブ３を変更する必要なく、その用途
や、環境に容易に対応することができる。
図９，１０は、偏光キャップ２０ｃに径方向の光をグローブの表裏方向へ変換する第一の
プリズム部２３と、周方向の光をグローブの表裏方向へ変換する第二のプリズム部２５，
２５のほかに、発光ダイオード１５から発する斜方向の光をグローブの表裏方向へ変換す
る第三のプリズム部２７を形成したものである。これにより、発光ダイオード１５の全周
から放散する光のすべてを表裏方向へ変換することができ、光の使用効率がさらに向上す
ることとなり、輝度が向上する。
【００３３】
図１１，１２は第一のプリズム部２３，第二のプリズム部２５，２５，第三のプリズム部
２７を連続させてなる周溝２８を形成した偏光キャップ２０ｄを示し、発光ダイオード１
５から放射する表裏方向以外の光をすべて、表裏方向に屈折するものであり、偏光キャッ
プ２０ｃと同様に光の使用効率が良いと共に、ムラのない光となる。
【００３４】
さらに、図１３，１４は、第一のプリズム部２３のみを形成した偏光キャップ２０ｅを示
す。この構成にあっては、形状が単純となるため、成形が容易となる利点がある。
【００３５】
次に、本発明にあっては、この偏光キャップ２０ａ～２０ｅは、赤色、黄色、青色、緑色
等種々の色彩が付加される。この色彩としては、無色または透明としても良い。
【００３６】
ここで図１にあっては、赤色Ｒ，青色Ｂ，黄色Ｙを夫々対向する位置で同じ色となるよう
に配列している。ここで、色の配列は、種々提案される。また、各色の発光個数を増すた
めに、偏光キャップ２０ａ～２０ｅの個数を増やすようにしても良い。また図１は三種の
色彩種を適用したが二種又は四種以上であっても良い。ここで、その色彩を利用した発光
態様は次のように種々提案される。
【００３７】
［全点灯の場合］
各偏光キャップ２０ａを全点灯させる。これにより、グローブ３の表裏面から周方向に沿
って、三種類の光が放光することとなり、特色ある放光となる。すなわち、この多種の色
彩の混在により、光がまだらとなったり、または光が混ざりあって、特殊な色彩の光とな
る。このため、色彩種の配列を適宜に変えることにより、種々の意匠感を生じさせること
ができる。
【００３８】
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［周方向へ順次点灯又は消灯］
各偏光キャップ２０ａを周方向へ順次点灯させ、光が円周方向へ走行しているようにする
。これにより、走行する光の色彩が変遷することにより、意匠感が高まり、かつ訴求力が
向上する。または偏光キャップ２０ａを周方向へ順次消灯させるようにしても良い。
【００３９】
［特定色彩種の選択的発光］
図１５で示すように、同一の色彩種の偏光キャップ２０ａ～２０ｅが嵌着された発光ダイ
オード１５ごとに区分して、選択スイッチ３０によりいずれか特定の色彩種の偏光キャッ
プ２０ａ～２０ｅが嵌着された発光ダイオード１５を選定して発光させ、当該色彩でグロ
ーブ３の表裏面から放光する。この構成にあっては、各色彩毎に、指標機能を持たせ、例
えば、放光灯１を道路の注意表示灯として用いた場合に、青色Ｂを安全状態とし、黄色Ｙ
を走行に注意を要する状態とし、赤色Ｒを危険状態として通行禁止とする等、その環境状
態に対応して選択すれば良い。または、放光灯１を工事灯として用いた場合に、赤色Ｒの
偏光キャップ２０ａ～２０ｅを点灯させ、凍結注意灯とした用いた場合には黄色Ｙを点灯
する等、適用目的ごとに選定するようにしても良い。その他、放光灯１を駐車場に付装し
て、その色彩により、満車状態、入車可能状態等の状態表示に用いる等、その色彩により
種々の選択的な状態表示が可能となる。
【００４０】
このような色彩の設定を、偏光キャップ２０ａ～２０ｅを交換することにより、使用者自
身がその目的に対応して自分で設定することができるため、用途自在の放光灯１として市
場に広く供することが可能となる。
【００４１】
選択スイッチ３０は、図１５で示すダイヤルスイッチのほかにスライドスイッチ等種々適
用される。また選択スイッチ３０の配設位置は、図１５で示すように取付筒部２の周面の
ほか、該取付筒部２の下面等目立たない箇所に用いることができる。その発光制御回路は
、発光ダイオード１５から引出されるリード線と接続された配線基板上の導電路に、開閉
スイッチを介装する等により容易に構成され、該開閉スイッチを選択スイッチ３０により
切換え制御することにより、特定の発光ダイオード１５のみを点灯することができる。
【００４２】
ここで選択手段として、選択スイッチ３０以外に、例えば、温度センサ，湿度センサ等に
より気温，湿度を検知して、これにより自動的に所定の色彩を選択して周囲雰囲気を表示
する制御装置等、種々の情報受信源と接続された制御装置を選択手段として、その自動制
御により機能選定することもできる。この場合にも、偏光キャップ２０ａ～２０ｅを変え
ることにより、その制御内容に最適な色彩を容易に選定できるから、本発明の放光灯１は
、種々の制御装置の表示手段として最適となる。
【００４３】
［特定色彩種の交互発光］
嵌着された偏光キャップ２０ａ～２０ｅの色彩により区別される二種類以上の発光ダイオ
ード１５を、特定色彩種ごとに交互又は所定パターンで繰り返して発光させるようにする
。この場合には、多様で動的な電飾が可能となる。これにより、点灯で、人目を引くため
に用いることができる。
【００４４】
このように放光色は単に偏光キャップ２０ａ～２０ｅの色彩を選定して、発光ダイオード
１５に被着するだけで良く、複雑な回路構成を要しないから、上述したように種々の機能
を発生させることが可能となる。また、色彩を変更したい場合にも、偏光キャップ２０ａ
～２０ｅを変えるだけで良いから、低廉にその発光態様を変更することができる。
【００４５】
【発明の効果】
本発明は、上述したように、グローブ内に、その周方向に沿って配設した発光ダイオード
に、色彩を異とする二種類以上の偏光キャップを内嵌したものであるから、色彩の異なる
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偏光キャップの適宜な配列によって、発光ダイオードを全発光したり、または、周方向に
順次発光及び消光させることにより、偏光キャップの色彩種と、色彩配置に対応して、単
一色とは異なる多様な発光が可能となり、種々の意匠感を生じさせることができ、しかも
単に透光性材料に付す色彩を変更するだけであるから、多様な色彩の光を随意に生じさせ
ることができる。
【００４６】
また、特定色彩種の偏光キャップが嵌着された発光ダイオードごとに区分して発光制御す
るようにしても良く、このような構成にあって、選択手段により、嵌着された偏光キャッ
プの色彩により区別される二種以上の偏光キャップのうち、特定色彩種の発光ダイオード
のみを選定して発光させるようにした構成にあっては、該発光色に指標機能を持たせて、
その色彩種を選定することにより、単一の放光灯で種々の状態表示が可能となる。また、
偏光キャップを交換することにより、使用者自身がその指標目的に対応して自分で設定す
ることができるため、用途自在の放光灯として市場に供することが可能となる。
【００４７】
さらには嵌着された偏光キャップの色彩により区別される二種類以上の発光ダイオードを
、特定色彩種ごとに交互又は所定パターンで繰り返して発光させるようにした場合には、
多様で動的な電飾が可能となり、装飾効果の高い発光が可能となる。
【００４８】
また偏光キャップが、頂部に発光ダイオードから発する径方向の光をグローブの表裏方向
へ変換する第一のプリズム部と、発光ダイオードから発するグローブの周方向の光をグロ
ーブの表裏方向へ変換する第二のプリズム部を形成してなるものとすることができる。
【００４９】
かかる構成にあっては、第一のプリズム部で、発光ダイオードの頂部から発する径方向の
光が表裏方向へ屈折し、第二のプリズム部で、発光ダイオードのグローブの周方向（径方
向及び表裏方向と直交する方向）の光が表裏方向へ屈折する。このため、発光ダイオード
から発する光がすべて表裏方向に変換され得る。また、第一のプリズム部と、第二のプリ
ズム部により表裏面で広い範囲で光が放射することとなり、放光面での光輝度の偏りが緩
和され、従来構成に比して、全体が広く均一に輝くこととなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】放光灯１の一部を縦断して示す正面図である。
【図２】放光灯１の横断平面図である。
【図３】偏光キャップ２０ａの縦断正面図である。
【図４】偏光キャップ２０ａの縦断側面図である。
【図５】偏光キャップ２０ａの横断平面図である。
【図６】偏光キャップ２０ｂの正面図である。
【図７】偏光キャップ２０ｂの縦断側面図である。
【図８】偏光キャップ２０ｂの横断平面図である。
【図９】偏光キャップ２０ｃの正面図である。
【図１０】偏光キャップ２０ｃの側面図である。
【図１１】偏光キャップ２０ｄの正面図である。
【図１２】偏光キャップ２０ｄの側面図である。
【図１３】偏光キャップ２０ｅの縦断正面図である。
【図１４】偏光キャップ２０ｅの縦断側面図である。
【図１５】選択スイッチ３０を備えた放光灯１の一部を縦断して示す正面図である。
【符号の説明】
１　放光灯
３　グローブ
５，５　放光面
７　キャップ保持部
１０　配線基板
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１５　発光ダイオード
２０ａ～２０ｅ　偏光キャップ
２１　嵌装溝
２３　第一のプリズム部
２４　傾斜面
２５　第二のプリズム部
２６　傾斜面
２７　第三のプリズム部
３０　選択スイッチ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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